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＜審査編＞

融資のポイント及び自治体との連携強化について
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・今次計画の背景の確認

・経営者のビジョンの確認

・ガバナンス体制の確認

法人経営の健全性

・公募要件等の内容確認

・認可申請、補助金等の協議状況確認

・意見書記載事項確認

・法人監査事項確認

行政庁の関与度合

・事業費の検証

１定員当たりの建物面積

１㎡当たりの建築単価等

・建物構造、建築規模の検証

事業規模の適正性

償還の確実性 地域の福祉と医療の向上

・財務、収支状況の検証

・既往借入金の償還状況の検証

財務状況の健全性

・周辺の整備状況、競合の確認

・将来にわたる地域需要の確認

事業の継続性

・待機者等の需要動向確認

・人材確保手法の検証

・入居者・スタッフの処遇確認

・職員の研修計画確認

事業実施の確実性

・担保提供物件の検証

・保証人の意思確認

・敷地の購入価格、借料の検証

債権保全の実効性

・借入金額の適正規模の検証

・自己資金・運転資金の十分性検証

・協調融資条件、つなぎ資金検証

資金計画の確実性

福祉医療機構 福祉貸付事業の融資のポイント
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① 法人運営の健全性

③ 現状の運営状況・収支状況

② 計画の必要性

⑤ 入居者処遇やスタッフ処遇

⑦ 収支計画・償還計画の確実性

⑧ 債権保全の実効性

当機構では、平成22年4月より「融資のポイント（ガイドライン）」を設け、融資相談を行っております。
その際にはWAMの貸付残高を有する約39,000件から提出される豊富な資料に基づき分析された各種データを
活用しています。

「融資のポイント（ガイドライン）について」は、当機構のホームページにも掲載されております。
独立行政法人福祉医療機構ホームページアドレス https://hp.wam.go.jp/hp/

⑥ 借入額の適正規模

④ 建築規模の妥当性

融資のポイントを活用した融資相談について
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こんな整備計画に”要注意”

・「知人に社会福祉の経験者がいるため声かけています」
→「穴埋め」くらいはできるけど大量採用に至らない可能性

・「ハローワークを活用します」
→近年はハローワーク経由での採用が見込めなくなっている

・「外国人人材を活用する見込みです」
→外国人採用は事務手続きや伝手の有無などハードルが高い

人材確保策があいまい

職員が確保できないと…

・利用者受入ができなくなり、機

会損失につながる

・利用者への接遇が悪くなるなど、

法人の不利益につながる

・コロナ禍で一度、利用控えが発生した施設・事業について、
世情の変化により利用者の確保が困難であるケースが多い

・特に老人デイは各地域における過当競争によるスタッフ不足
や利用者確保に支障をきたしている

（参考）老人デイの利用率の推移
コロナ禍以前の2019年度：71.9％
コロナ禍以降の2020年度：68.6％、2021年度：70.0％
2022年度：68.0％、2023年度：69.6％

地域の需要に見合った内容ではない

施設・事業の利用率が低いと…

・最悪、借入金の返済が滞る

・職員に給与が払えなかったり、

社会保険料等の延滞につながる

・建築工事費（建築単価）が相場よりも高い
→職員の要望等で華美(広く豪華)な仕様になっている可能性

（参考1）2024年度WAM融資データ「建築単価」
・ユニット型特養 387千円/㎡ ・保育所 473千円/㎡

（参考2）2024年度WAMデータ「定員1人当たり面積」
・ユニット型特養 48.3㎡/人 ・保育所 8.8㎡/人

建築工事費（建築単価）が相場と乖離

事業費が実勢と乖離していると…

・借入金が多くなり返済できない

・実勢より過度に事業費が低いと入

札不調で計画通りに進まなくなる

5



WAM

ⓒ 2026WAM 6

融資相談時期について

計画策定

補助金
応募

補助金
内示

工事
入札

工事
請負
契約

工事
着工

事業
応募

事業者
選定

融 資 相 談
借入
申込

受理 審 査

事
業
計
画

機
構
利
用
の
流
れ

事業者選定前だけどいくら
借りられるか知りたい

事業者選定前にぜひ
ご相談ください！

補助金なし事業だけど
借りられるか知りたい

補助なし事業でも
ぜひご相談ください！

福祉貸付事業においては、借入申込希望者に対し、貸付内定後に工事請負契
約を締結していただくようお願いしておりますので、早期の融資相談を事業
者の方にご案内いただきますようお願い申し上げます。

【借入申込者へ送付】
貸付内定通知書
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融資相談時における行政庁の関与について

福祉医療機構の融資においては、償還可能性
だけでなく「地域の福祉と医療の向上」を重
視しております。

融資相談時には、事業者には必ず行政庁とご
相談いただいているか、また、その協議内容
について融資相談票でご報告をいただきます。

行政庁との協議が済んでいない事業者に対し
ては早期に相談をするようご案内しておりま
すので、ご対応よろしくお願いいたします。

行政庁との相談は進んでいるものの、福祉医
療機構との融資相談が進んでいない事業者に
対しては、早期に福祉医療機構との相談を進
めるようご案内ください。

近年、「福祉に係る知識や経験は不要」「施
設運営が簡単にできる」「利益が簡単に出せ
る」等の謳い文句で新規事業の参入や出資等
を働きかける例が見られるため、行政庁にお
かれましてもご留意いただけますようお願い
いたします。
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福祉貸付事業の融資相談活用事例

【参考事例】

②事業者Ｂ （事前融資相談あり）：60床規模の特養（従来型）の公募計画。

市が運営する特養の民間移譲のための新築計画であるが、近年の物価高騰の影響や県
市の財政状況により物価高騰を補填するための補助金が用意できないこと等から借入
金が過大になっているため、早期に機構への相談(電話連絡)を行うよう自治体側が指導。
これを受け、事業者との間で融資相談を実施したケース

↓
相談当初の資金計画において、WAMが予想する定員60名の従来型特養の収益では償還
不可能な計画であったが、工事の着工が1年以上後であったため、事業者・自治体・機
構間で連携を図り、協議・調整を重ねた結果、計画図面の見直しや使用する材質等の
変更で約2億円の事業費及び借入金額の圧縮できたことから、懸案事項が解消。
建築工事その他のスケジュール全般が工程通り進捗

①事業者Ａ （事前融資相談なし）：100床規模の特養（ユニット型）の公募計画。

応募時点で機構との融資相談は終了していなかったが、職員確保などを優先し、機構
への相談は後回しで良いと事業者が判断していたケース

↓
事前の融資相談が行われず、入札・着工直前の申込となったが、事業規模（資金計
画）が過大であり、返済が見込めない規模の借入であった。そのため、設計変更など
が発生し、公募内容とは相違する計画となったうえ、調整に時間を要したため、建築
工事その他のスケジュール全般が遅延
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意見書の取扱いについて①

①意見書の取扱いについて

☞ いつも意見書を発行いただきありがとうございます。当機構の貸付事業の特色として「償還
の確実性」だけではなく、「地域の福祉と医療の向上」を重視しています。

意見書は、日頃より法人監査等で事業者と接する所轄庁が各種計画との整合性や、事業者の
適格性、当該事業の必要性等をどのように判断されているか確認する重要な書類です。地域の
状況に詳しい皆様のご意見を頂戴し、地域の福祉と医療の向上に資する計画であるか確認させ
ていただきます。

☞ 近年、社会福祉法人だけではなく株式会社等が運営する施設・事業所も増えてきており、福
祉貸付事業の利用も増加傾向です。

特に「福祉に係る知識や経験は不要」「施設運営が簡単にできる」「利益が簡単に出せる」
等の謳い文句で新規事業の参入や出資等を働きかける例が見られるため、行政庁におかれまし
ても意見書の発行について、この点をご留意いただけますようお願いいたします。

なお、法人監査等がない法人格（営利法人等）については、地域の需要や設置施設（事業
の）継続可能性などを踏まえ、意見書を発行いただきますようお願いいたします。

②令和8年度の意見書の変更について

☞ 令和8年度は意見書様式の大幅な変更はなく、令和8年度から新たに認められた融資条件の
優遇措置に関連して、事業の特殊性の欄に新たなチェックボックス（次頁参照）を設けており
ますので、該当する事業計画がありましたら、記載をお願いいたします。
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意見書の取扱いについて②
改正案 旧様式
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福祉貸付事業の意見書活用事例

【参考事例】

②事業者Ｄ：障害福祉サービス事業所の新設計画。

融資相談の段階では法人設立後間もなく経営実態について不明な点があった株式会社
について、行政担当者による事業所予定地への実地調査を経て意見書発行に至った
ケース

↓
審査の段階で、事業者指定の確度が高いと判断する好材料となったことから、円滑に
審査を進めることができた。

①事業者Ｃ：保育所の新設計画。

融資相談の段階から運営体制について不明な点があった社会福祉法人について、意見
書の中でも理事長交代が予定されている旨付記されていたため、その件について法人
担当者にスムーズに確認を取ることができたケース。

↓
法人とも良好な関係を保ちつつ、慎重かつ的確に審査を進めることができた。
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情報交換・連携について

一部の自治体に対しましては、ご要望に基づき、機構の事前融資相談状況
の情報提供を既に実施しているところです。

他の自治体におかれましても、公募への選定先判断にあたりましては、公
募に応募している事業者及び事業計画（資金計画、財務収支状況、収支見込
等）に対し機構はどのように評価しているのかといった事前融資相談状況を
積極的に活用いただき、それを踏まえ自治体における公募採択判断にご活用
いただきますようお願いいたします。

公募や事業者選定にあたり、応募予定事業者等を集めた説明会や、都道府
県が市町村等の行政担当者向けの説明会を実施される場合には、当機構の職
員がお伺いし、事業計画立案の際の留意点や、貸付制度に関するご説明、ま
たは簡単な融資相談にも対応しますので、希望される自治体があれば、お気
軽にご連絡ください。

事前相談の状況の情報提供

公募説明会等での資金計画・事業
計画策定の留意点等の説明

出張融資相談

自治体との連携強化
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＜契約編＞

貸付契約・資金交付及び事業完成報告について
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事務手続きの流れ

・金銭消費貸借契約証書等

の確認

②貸付契約の締結

・建築工事費、備品費等の減額

による貸付金額への影響の確

認

・補助金等の増額による

貸付金額への影響の確認

・融資対象建物の写真

・検査済証

・補助金交付確定通知書

⑥事業完成報告書の提出

・既存物件への抵当権設定内容

の確認

③抵当権設定

【融資対象建物完成後】

・融資対象建物への抵当権設

定内容の確認

・火災保険への質権設定

⑤抵当権設定（建物）

・資金交付の妥当性の確認

④資金交付

・建物完成までの手続終了の連絡

・当機構の監査、会計検査院の実検査

⑧事業完成確認のお知らせ

・事業計画達成の

確実性、妥当性の検証

・事業規模、資金計画の

妥当性の確認、検証

・貸付契約の円滑な実施

①事前確認

貸付内定から事業完成まで（福祉医療貸付事業）

⓻貸付金の確定
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③抵当権設定

①事前確認
ア 資金計画や事業計画に関する重大な変更事項の有無
イ 請負業者とのトラブル等による工事遅延の状況
ウ 建設場所での近隣住民とのトラブル等による工事遅延の状況
エ 地主からの敷地に関する担保提供の承諾不可の状況
オ 保証人とのトラブル等による保証参加拒否の状況
カ 法人事業運営に著しい支障をきたす事態の有無
キ 行政庁と連携のうえ把握した事態に応じた方針等の検討、決定

事業計画、資金計画の変更申請、承認

（建築事業費等の増減、贈与金等の入金を含む資金確保の状況、協調融資

機関等からの借入条件等の変更の有無）

金銭消費貸借契約証書、抵当権設定契約証書の内容確認

（借入者、連帯保証人、担保提供者の記名押印、印鑑証明書の印影、有効期限

の確認）

法人所有地の場合

抵当権設定後の登記簿謄本の確認

第三者から借地の場合（国有地、市有地などを除く）

工事履行保証保険加入の有無の確認（入札当初から加入意思の表明を）

内定～完成までの具体的確認事項①

②貸付契約の
締結
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⑥事業完成報告
の提出

④資金交付
資金交付請求書の受付

資金交付後の支払い予定業者及び支払予定額を確認

（資金実行後、業者等への支払いは１カ月以内）

支払い完了後は、支払確認書を提出

融資対象建物の表題登記、または所有権保存登記完了後

建物への抵当権設定手続き

※社会福祉法人等が所有権保存登記を行う場合 登録免許税は非課税

（登録免許税法別表第３に掲げる証明願）

火災保険への質権設定手続き

機構以外の借入金の増額による償還計画への影響の確認

介護職員等の確保や入居者の受入の状況（特に創設法人の場合）

内定～完成までの具体的確認事項②

⑤抵当権設定
（建物）

⓻貸付金の確定 建築工事費や設備備品の減額による貸付金額への影響の確認

補助金等の増額による貸付金額への影響の確認
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整備事業が各種政策に則ったものとして円滑に推進できるよう自治体-事業
者-ＷＡＭの三位一体の取り組みにより進めていければと考えております。

引き続きご協力をお願いいたします。

お問い合わせ先

独立行政法人福祉医療機構 福祉医療貸付部 福祉審査課

所在地 〒105-8486

東京都港区虎ノ門四丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル9階

ＴＥＬ 03-3438-9298


